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■問い合わせ先　教育総務課　（石橋庁舎２階）
  〒329-0594　下野市石橋552番地４　☎52-1117

１．受付期間
　　　　11月10日㈫～ 12月10日㈭

２．申請資格　（下記のすべての条件を満たす方）
（１） 高等学校（高等専門学校、中等教育学校の後期課程及び専修学校の高等課程を含む）、大学（短期大

学及び専修学校の専門課程を含む）に在学または入学しようとする方
（２）学業成績が優秀で意欲があり、品行方正な方
      ※学習成績評定が概ね3.0（平均）以上
（３）経済的理由により修学が困難な方
（４）確実な連帯保証人を２名付することができる方（保護者を含む）
      ※連帯保証人は、独立の生計を営んでいる満20歳以上の方で、市区町村税を完納している方
（５）保護者が下野市に住所を有する方
（６）他の機関から奨学金その他これに類するものの給付または貸付を受けていない方

３．貸付額（修学資金・入学一時金貸付の組み合わせ一覧）

　　　　　　　　　　　　　　　　※ただし、月額５万円貸付についての入学一時金はありません。
４．提出書類
（１）下野市奨学金貸付申請書（様式第１号）
　　※平成27年1月1日現在で市外に住民登録があった場合は収入のある世帯全員の所得証明書
　　※保護者以外の連帯保証人が県外市外在住の場合は所得証明書及び市区町村税納税証明書
（２）出身学校長又は在学校長の推薦調書（様式第２号）
（３）保護者の印鑑登録証明書
（４）連帯保証人の印鑑登録証明書

５．提出先
　　　　下野市教育委員会　教育総務課まで持参（石橋庁舎２階）

６．奨学生の選考
　　　　 下野市奨学金貸付審査会において審査を行い決定します。収入基準は、栃木県育英会奨学生募集

要項に準じます。
　　　　貸付審査会において、「栃木県育英会基準」を参考に書類審査を行い決定します。

７．返還期間及び償還方法
　　　　貸付期間の２倍または２．５倍の期間内に償還（年賦、半年賦、月賦）
　　　　　　　　　※奨学金は無利子ですが、返還が遅滞した場合は延滞金がつきます。

項   目 修学資金月額 入学一時金 貸付総額

高校生 20,000円 100,000円 820,000円
― 720,000円

大学生
（4年制）

30,000円 500,000円 1,940,000円
― 1,440,000円

40,000円 300,000円 2,220,000円
― 1,920,000円

50,000円 ― 2,400,000円

平成28年度 下野市奨学生募集平成28年度 下野市奨学生募集（高等学校・大学等）（高等学校・大学等）
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